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【資料１】 
 

航路標識法等関係法令（抜粋） 

〇 航路標識法 

（航路標識協力団体の指定） 

第７条 海上保安庁長官は、法人その他これに準ずるものとして国土交通省令

で定める団体であつて、次条第１項に規定する業務を適正かつ確実に行うこ

とができると認められるものを、その申請により、管理航路標識ごとに航路標

識協力団体として指定することができる。 

２ 海上保安庁長官は、前項の規定による指定をしたときは、当該航路標識協力

団体の名称、住所及び事務所の所在地を公示しなければならない。 

３ 航路標識協力団体は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとす

るときは、その旨を海上保安庁長官に届け出なければならない。 

４ 海上保安庁長官は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る

事項を公示しなければならない。 

（航路標識協力団体の業務等） 

第８条 航路標識協力団体は、前条第１項の規定による指定に係る管理航路標

識について、次に掲げる業務を行うものとする。 

一 海上保安庁長官に協力して、管理航路標識に関する工事又は管理航路標

識の維持をすること。 

二 管理航路標識の管理に関する情報又は資料を収集し、及び提供すること。 

三 管理航路標識の管理に関する調査研究を行うこと。 

四 管理航路標識の管理に関する知識の普及及び啓発を行うこと。 

五 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 

２ 航路標識協力団体は、前項第一号に掲げる業務として、前条第１項の規定に

よる指定に係る管理航路標識に関する工事又は当該管理航路標識の維持（第

４条第一項ただし書に規定するものを除く。）をしようとするときは、当該工

事の設計及び実施計画又は当該維持の実施計画について海上保安庁長官に協

議しなければならない。 

３ 前項の工事又は維持についての第４条第一項の適用については、前項の規

定による協議が成立することをもつて、同条第一項の承認があつたものとみ

なす。 
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（監督等） 

第９条 海上保安庁長官は、前条第１項に規定する業務の適正かつ確実な実施

を確保するため必要があると認めるときは、航路標識協力団体に対し、その業

務に関し報告をさせることができる。 

２ 海上保安庁長官は、航路標識協力団体が前条第１項に規定する業務を適正

かつ確実に実施していないと認めるときは、当該航路標識協力団体に対し、そ

の業務の運営の改善に関し必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。 

３ 海上保安庁長官は、航路標識協力団体が第１項の規定による報告をせず、若

しくは虚偽の報告をしたとき、又は前項の規定による命令に違反したときは、

その指定を取り消すことができる。 

４ 海上保安庁長官は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公

示しなければならない。 

（情報の提供等） 

第 10 条 海上保安庁長官は、航路標識協力団体に対し、その業務の実施に関し

必要な情報の提供又は指導若しくは助言をするものとする。 

 

〇 航路標識法施行規則 

（航路標識協力団体として指定することができる法人に準ずる団体） 

第１条の６ 法第７条第１項の国土交通省令で定める団体は、法人でない団体

であって、事務所の所在地、構成員の資格、代表者の選任方法、総会の運営、

会計に関する事項その他当該団体の組織及び運営に関する事項を内容とする

規約その他これに準ずるものを有しているものとする。 


